
四半期報告書制度の廃止等に
係る金融商品取引法等の改正
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　2023年11月20日、「金融商品取引法等の一
部を改正する法律」（令和5年法律第79号。以
下、「改正法」という。）が成⽴した。
　これにより、本年4月1日より、金融商品取
引法上の四半期報告書制度が廃止され、四半期
開示制度は証券取引所規則に基づく四半期決算
短信に「一本化」されるとともに、有価証券報
告書提出会社に対し、一律に半期報告書の提出
が求められることとなる。また、同法では、四
半期報告書制度の廃止に伴い、各開示書類の公
衆縦覧期間の延長も行われている。
　なお、同法の施行に伴い、本年3月27日、

「金融商品取引法等の一部を改正する法律の一
部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に
関する政令」（令和6年政令第71号。以下、「整
備政令」という。）及び「企業内容等の開示に
関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」
（令和6年内閣府令第29号。以下、「整備府令」
という。）等が公布されている。
　本稿では、これらの改正の経緯、内容及び施
行時期について解説を行うものであるが、意見
にわたる部分については、筆者らの個人的見解
である。

　四半期報告書は、2008年度から、上場企業
の四半期ごとの経営成績や財政状態に関する充
実した情報を、比較可能性と信頼性を確保しな
がら投資家に提供する役割を担ってきた。しか
し他⽅で、近年、企業経営や投資家の投資判断
において、サステナビリティに関する情報を重
視する動きが見られる中、企業開示において

も、中長期的な企業価値に関連する非財務情報
の重要性が増大し、企業に対し、これらの非財
務情報のより充実した開示が求められるように
なった。また、このような開示事項の拡充によ
り企業の開示負担が増加傾向にある中で、四半
期ごとの開示はその負担が大きく、特に、四半
期報告書と四半期決算短信の開示内容等には重
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